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は し が き 

 

市町村民経済計算は、県内市町村の経済活動を生産、分配の面から総合的に計量 

把握することにより、県内市町村経済の規模・構造や県内市町村民の所得水準を明らか

にするもので、総合的な経済指標として行財政、経済施策に資するとともに、地域経済を

分析するための基礎資料として、学術研究や県内の各分野で広く利用されることを主な 

目的としております。 

令和２年度の本県経済は、建設業が増加した一方、新型コロナウイルス感染症の影響

による経済活動の停滞等により、宿泊・飲食サービス業や製造業が減少となったため、全

体として経済成長率は名目、実質ともに３年連続のマイナスとなりました。 

本書は、令和２年度の市町村民経済計算の推計結果や推計方法などの参考資料を取

りまとめたものとなっております。 

市町村民経済計算については、内閣府経済社会総合研究所が提示した「県民経済 

計算標準方式」に基づいて推計した県民経済計算を基に作成しておりますが、皆様方の

御指導・御助言を仰ぎながら、更に精度の向上に努めてまいりたいと考えております。 

最後に、本書の作成に当たり、貴重な資料を御提供いただきました関係機関の方々に

厚く御礼申し上げます。 

 

令和５年８月 

 

福島県企画調整部長 



 

御利用にあたって 
 

１ 市町村民経済計算は、県内市町村の経済活動を生産・分配の２つの側面からとらえ、県内市町村の経済の

規模、成長率、構造、所得水準などを明らかにするものです。 

  市町村民経済計算は、県民経済計算の値を、統計指標等で各市町村に按分して推計しています。なお、 

福島第一原子力発電所事故に係る避難指示区域については、一部統計指標を調整して推計しています。 

 

２ 今回の推計にあたっては、最新の統計資料の利用、推計方法の改善等により、過去の推計値を平成２３年度

まで遡及して改定していますので、令和元年度以前の数値を御利用になる場合も本資料の数値を利用される

ようお願いします。 

なお、過去に公表した平成２２年度以前の計数は、基準が異なるため本報告書の計数とは接続しませんの

で御注意ください。 

 

３ １人当たり市町村民所得は、企業の利益なども含めた市町村民経済全体の所得水準を表しています。個人 

の給与や実収入の平均値ではありません。また、分子である市町村民所得の増減と分母である人口の増減に

より変動するので、増減の要因にはご注意ください。なお、市町村別人口は県統計課「福島県の推計人口」を

採用しており、値が「－」とされている市町村については、１人当たり市町村民所得についても「－」表章となりま

す。 

  

４ 県民経済計算で推計している支出系列は、分割指標の制約により、市町村民経済計算では推計していませ

ん。また、県民経済計算で推計している実質値は、デフレーターの制約により、市町村民経済計算では推計し

ていません。あらかじめ御了承ください。 

 

５ 統計表の記号の用法は、次のとおりです。 

「△」 ：負数    

「０」又は「０.０」 ：皆無又は表章単位未満    

「－」 ：該当なし、又は上記３なお書きによるもの 

 

６ 統計表の数値は単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の和が一致しない場合があります。 

 

７ 統計表の対前年度増加率は、単位未満を四捨五入する前の数値から次により算出しています。 

  マイナスからプラスに転じた場合及びマイナス幅が縮小した場合は、プラスで表示されます。 

 

 

 

８ 寄与度の単位「パーセントポイント」は、本年報では「％」で表示しています。 

 

９ 本資料は、福島県統計課ホームページ「ふくしま統計情報 Box」でも御覧になれます。 

   ふくしま統計情報 Box  （「福島県」トップページ→「福島県の情報」） 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/ 

 

10 本資料に関するお問い合わせは、下記宛てにお願いします。 

 〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６ 本庁舎５階 

 福島県 企画調整部 統計課 県民経済計算担当 

 電話 ０２４－５２１－７１４８（直通） 内線２４３２ 

 専用電子メール shotoku@pref.fukushima.lg.jp 

Ｘ1 Ｘ1：当該年度の計数

Ｘ0 Ｘ0：前年度の計数
対前年度増加率＝ －１ ×（Ｘ0の符号）×100（％）

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/
mailto:shotoku@pref.fukushima.lg.jp


御利用にあたって 

 

 
 
 （参考）市町村民経済計算における地域区分（福島県内７地域、５９市町村） 

 

中通り 

・県北地域 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村 

・県中地域 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、 

古殿町、三春町、小野町 

・県南地域 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 

会津 

・会津地域 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、 

湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 

・南会津地域 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 

浜通り 

・相双地域 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、 

葛尾村、新地町、飯舘村 

・いわき地域 いわき市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－お願い－ 

   本資料から抜粋、又は新たに資料を作成して利用する場合は、福島県統計課「令和２（2020）年度 

福島県市町村民経済計算年報」から抜粋（又は作成）した旨を明記してください。 

（猪苗代湖） 
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市町村民経済計算とは 

 

産出額   －   中間投入 

 

 

－ 

 

出荷額・売上高など    原材料・光熱費など 

 

市町村民経済計算は、県内市町村の経済活動により１年間に生み出された付加価値を、生産・分配の二

つの側面から計量把握するための統計で、県内市町村の経済活動を包括的に記録しています。 

生産：労働、資本（土地や機械設備などの実物資産や現金などの金融資産）、原材料といった生産要

素を組み合わせて商品やサービスが生産されます。商品やサービスの産出額から中間投入（原

材料や部品代など）を差し引いたものが､新たに生み出された付加価値（市町村内総生産）です。 

分配：付加価値は労働者や企業に賃金や利潤として分配されます。 

 

 

生産 市町村内総生産        

 

 

 

 

分配 市町村民所得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村民雇用者報酬  ＋  財産所得  ＋  企業所得 

 

 

 

 

給与・退職金など       利子や賃貸料       営業利益など 

などの財産収入 

 

市町村民経済計算で分かること 市町村民経済計算の利用方法 

○市町村経済の規模・名目経済成長率 ○市町村経済活動の評価・分析 

○産業の構造 ○経済構造の分析 

（各産業の構成比、成長率等） ○経済計画の策定 

○所得の構造 （市町村の総合計画等） 

（所得水準、分配状況） ○県・県内他市町村との比較 

 ○諸政策の評価・分析 

 （予算編成資料、企業誘致等） 
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市町村民経済計算Ｑ＆Ａ 
 

●１人当たり市町村民所得 

 

 

 

 

 

 

市町村民所得は、生産活動で生み出された付加価値を、生産活動に参加した経済主体に分配したもの

で、市町村民雇用者報酬（給与・退職金など）、財産所得（利子・賃貸料など）、企業所得（営業利益など）か

らなります。 

１人当たり市町村民所得は、市町村民所得をその年の１０月１日現在の総人口で割ったものです。 

 

市町村民所得の「所得」は、一般的に使われる意味での「所得」とはやや異なります。 

市町村民雇用者報酬には、厚生年金や労災保険などの事業主負担分も含まれています。 

土地や株式の売却益、相続した遺産などは、生産活動で生み出された付加価値ではないため、市町村

民所得には含まれません。 

 

社会保障給付（国民年金ほか）、社会扶助給付（生活保護費ほか）等は、住民や企業など誰かにいったん

分配された付加価値を、社会保険料や租税を通じて政府などが集めたうえで再び分配したものです。年金

給付の財源となる付加価値は市町村民雇用者報酬などの形で市町村民所得に含まれていますが、年金給

付そのものは市町村民所得には含まれていません。 

 

１人当たり市町村民所得は、企業の利益なども含めた市町村民経済全体の所得水準を表しており、個人

の給与や実収入の平均値ではありません。 

また、分子である市町村民所得の増減と分母である人口の増減により変動するので、増減の要因には注

意を要します。 

 

 

 

●帰属計算 

 

 

 

 

 

帰属計算は、国民経済計算や県民経済計算上の特有な概念で

す。実際には市場で財やサービスの取引が行われていないにもか

かわらず、あたかも行われたようにみなして擬制的取引計算を行う

ことをいいます。市町村民経済計算も県民経済計算に準拠していま

す。 

国民経済計算や県民経済計算における(生産系列)不動産業で

は、実際には家賃の受払を伴わない自己所有住宅(持ち家)につい

ても、通常の借家や借間と同様のサービスが生産され消費されるも

のと仮定して、それを市場家賃で評価(帰属家賃)しているため、一

般的な不動産業の範囲よりも広くなります。 

 

 

赤ちゃんからお年寄りまで含めて 

１年間に何百万円も稼いでいるの？ 

個人の所得を表す指標ではないよ。 

市町村内の企業が得た所得も含まれているんだ。 

不動産業の構成比が 

すいぶん高いよ？ 

持ち家の帰属家賃も含まれているの。 

（市場取引）

家賃

帰属家賃
（同一人物なので実際には

家を貸したとみなす

　取引は行われていない）

家を貸す
Ａ氏 Ｂ氏

Ａ氏 Ａ氏

家賃と帰属家賃  
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市町村民経済計算Ｑ＆Ａ 

調査実施 調査実施 調査実施
（年度） 26 27 28 2926 27 28 29 30 R元 （年度）

　実際の値
5,700 5,700

5,600 5,600

5,500 5,500

30 R元 2

5,900 5,900  乖離幅を
 調整

5,800 5,800

　推計値

（値） （値）

6,000 6,000

他の統計の

増加率などから

求めた推計値 最新の統計を

用いて遡及改定

5,900

5,700

●数値の遡及改定 
 

 

 

 

 

 

 

市町村民経済計算の数値は、国民経済計算の数値や、その他各種既存の統計調査の数値を用い、内

閣府経済社会総合研究所が示す「県民経済計算標準方式推計方法」に基づき算出した県民経済計算の

値を市町村別に按分しているものです。 

県民経済計算では、計算の元となるデータが国勢調査のように何年かに１回の周期で実施される統計調

査の場合は、調査のない年度は推計値を用いています。毎年公表される統計でも、国土交通省「建設投資

見通し」のように改定の大きいものもあります。そのため、新しい調査結果が公表されたときは、新しいデータ

を使って過去に遡って推計値を修正します（遡及改定）。 

また、令和元（２０１９）年度県民経済計算より、国民経済計算に準拠した２０１５年（平成２７年）基準改定を

行っているため、県値を按分している市町村民経済計算の値も改定されており、旧基準値と厳密には接続し

ません。 

このように、市町村民経済計算においては、最新年度分の推計とともに遡及改定も併せて行っているので、

数値の利用にあたっては注意が必要です。最新版の数値をお使いください。 

 

 

 

 

 

●公表の時期 

 

 

 

 

 

市町村民経済計算は、県民経済計算の値が確定した後に、各種の基礎統計を利用して各市町村別に按

分して算出しているため、公表までにお時間をいただいております。 

統計利用者の便宜を図るため、本県においても引き続き公表時期の早期化に努めていきます。 

令和４年に公表された令和元年度の数値と 

今年公表された令和元年度の数値が違うよ？ 

数値は毎年遡及改定されているよ。 

だから最新版の数値を使ってね。 

計算の元となる統計の遡及改定のイメージ （図の数値は例） 

３年前の結果が今ごろ出るの？ 

県民経済計算の値を、市町村別に按分し

ているため、時間がかかってしまうのよ。 
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市町村民経済計算Ｑ＆Ａ 

市町村民所得

市町村内総生産

①域外からの
要素所得（純）

（控除）補助金 ②固定資本減耗

　減価償却に相当）

（間接税に相当）
（固定資産の

③生産・輸入品に課される税

●概念の違い 
 

 

 

 

 

 市町村内総生産と市町村民所得は、次の３つの違いから数値が異なりますが、同一概念で比較すると両

者は等しくなります（図参照）。 

 

①「市町村内」と「市町村民」の違い 
「市町村内」は、経済活動の場所に着目する概念（属地主義）で、「市町村民」は居住者を対象とする概

念（属人主義）です。居住者には個人だけでなく、法人企業や政府機関が含まれます。 

市町村内総生産は「市町村内」、市町村民所得は「市町村民」概念です。 

市町村内に居住し市町村外で勤務している個人については、生産活動は市町村内総生産には含まれ

ず、市町村民雇用者報酬は市町村民所得に含まれます。他市町村に本社のある企業が市町村内の事業

所で行っている生産活動は、市町村内総生産に含まれます。市町村外への利子等の財産所得の支払は、

市町村民所得には含まれません。 

 

②「総生産」と「純生産」の違い 
産出額から中間投入を除いた粗付加価値が「総生産」で、総生産から固定資本減耗分を控除した正味

の付加価値が「純生産」です。 

市町村内総生産は「総」、市町村民所得は「純」概念です。 

固定資本減耗とは、機械や設備などの通常の使用による摩耗分（会計学上は固定資産の減価償却に

相当）に、災害等による資本の偶発的な滅失分を加えたもので、固定資産を代替するための費用として市

町村内総生産の一部を構成しています。 

 

③「市場価格表示」と「要素費用表示」の違い 
価格は、生産に要した生産要素（人件費、原材料のコスト等）を内訳としています。しかし、実際に市場

で売買取引が行われる場合には、生産・輸入品に課される税（消費税等の間接税）が課されて価格が高く

なったり、政府が生産活動に対して政策的な意図から補助金を交付した場合（例：バス運行対策費補助

金等）には逆に低い価格で取引されたりします。 

そのため、市町村民経済計算では、生産に必要とされる生産要素に対して支払われる価格を要素費用

表示価格と呼び、要素費用表示価格に生産・輸入品に課される税を加え補助金を控除した価格を市場

表示価格と呼んで２つの価格で表章しています。 

通常、市町村内総生産は「市場価格表示」、市町村民所得は「要素費用表示」で表章します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

市町村内総生産と市町村民所得の数値が違うよ？ 

市町村民所得は市町村内総生産から 

減価償却費などを除いているんだよ。 

 市町村内総生産と市町村民所得 

  （ 市町村民所得＝市町村内総生産＋①－②－③ ） 
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